
  

一 

平成 31 年 2 月 1 日（金曜日） 千 葉 県 報 第１３４００号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 

 
 

る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
等
を
定
め 
 

 
 

 
 

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

千
葉
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の 

 
 

 

 
 

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

千
葉
県
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基 

 
 

 

 
 

づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改 

 
 

 

 
 

正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

千
葉
県
広
報
広
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

人
事
委
員
会
規
則 

○ 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 

四 

○ 

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

 
 

告 
 

示 

○ 

救
急
病
院
の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

○ 

食
品
衛
生
法
等
に
基
づ
く
食
品
衛
生
管
理
者
の
養
成
施
設
等
の
登
録 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

千
葉
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 

七 

○ 

保
安
林
の
皆
伐
面
積
の
限
度 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
七 

○ 

漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
付
保
義
務
の
消
滅 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
八 

○ 

道
路
区
域
の
変
更 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八 

○ 

昭
和
六
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

八 

 
 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

○ 

地
方
自
治
法
等
の
規
定
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
必
要
な
選
挙
人
の
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八 

 
 

公 
 

告 

○ 

指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
及 

 
 

 

 
 

び
調
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九 

○ 

都
市
計
画
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
千 

 
 

 

 
 

葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
（
七
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三 

規

則 

 

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

千
葉
県
規
則
第
一
号 

 
 

 

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則 

 

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
規
則

第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

二 

企
業
局
長 

 

第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
号 

 
 

 

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則

（
平
成
二
十
八
年
千
葉
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

二 
企
業
局
長 

 

第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

千
葉
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

平

成

31

年

2 

月

1

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３４００号 平成 31 年 2 月 1 日（金曜日） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 
千
葉
県
規
則
第
三
号 

 
 

 
千
葉
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
千
葉
県
水
道
局
、
千
葉
県
企
業
土
地
管
理
局
」
を
「
千
葉
県
企
業
局
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

千
葉
県
規
則
第
四
号 

 
 

 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則 

 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十

五
年
千
葉
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
及
び
第
四
条
を
削
り
、
第
二
条
を
第
九
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。 

 

（
住
基
条
例
別
表
第
一
の
規
則
で
定
め
る
事
務
） 

第
二
条 

住
基
条
例
別
表
第
一
の
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
事

務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
住
基
条
例
第
二
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
） 

第
三
条 

住
基
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条

例
（
平
成
二
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
二
号
。
以
下
「
番
号
利
用
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第

一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
同
号
に
規
定
す
る
私
立
高
等
学
校
等
奨
学
の
た

め
の
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。 

第
四
条 

住
基
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う

ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

学
び
直
し
支
援
金
（
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
二
号
に
規
定
す
る
学
び
直
し
支
援
金
を
い
う
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

二 

学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
の
保
護
者
等
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の

支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
護

者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

（
住
基
条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
事
務
） 

第
五
条 

住
基
条
例
別
表
第
二
の
下
欄
の
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲

げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
住
基
条
例
第
三
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
） 

第
六
条 

住
基
条
例
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う

ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
（
特
別
支
援
学
校
へ
の
就

学
奨
励
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
支
弁
す
べ
き

経
費
を
除
く
。
）
の
算
定
に
必
要
な
資
料
の
受
理
、
そ
の
資
料
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
資
料
の
提
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。 

第
七
条 

住
基
条
例
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う

ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
同
号
に
規
定
す
る
国
公
立
高
等
学
校
等
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
支
給
の

申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事

務
と
す
る
。 

第
八
条 

住
基
条
例
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う

ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

学
び
直
し
支
援
金
（
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
五
号
に
規
定
す
る
学
び
直
し
支
援
金
を
い
う
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

二 

学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受

理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

別
表
第
一
中
「
（
第
三
条
」
を
「
（
第
二
条
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
中
「
第
四
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
表
住
基
条
例
別
表
第
二
教
育
委
員
会
の
項
事
務

の
欄
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
の
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
千
葉
県
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

千
葉
県
規
則
第
五
号 

 
 

 

千
葉
県
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
報
発
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
千
葉
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

別
表
中 

 

を
「
企
業
局
管
理
規
程
」
に
、 

 

水
道
局
管
理
規
程 

 

企
業
土
地
管
理
局
管
理
規
程 

 

水
道
局
告
示 

 

企
業
土
地
管
理
局
告
示 

 



  

三 

平成 31 年 2 月 1 日（金曜日） 千 葉 県 報 第１３４００号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
号 

 
 

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則 

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
四

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
三
第
一
号
」
に
、
「
同
表
」
を
「
同

号
」
に
、
「
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
、

同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第

一
項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十

六
条
の
保
護
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る
情
報
」
を
「
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
条

を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
別
表
第
三
の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
情

報
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
九
条 

条
例
別
表
第
三
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
国
公
立
高
等
学
校
等
奨
学
の
た
め
の
給
付

金
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
、
同
号
の
規
則
で
定
め
る
情
報

は
、
当
該
申
請
を
行
う
者
又
は
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

と
す
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
第
一
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四

条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

第
五
条 

条
例
別
表
第
一
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
国
公
立
高
等
学
校
等
奨
学
の
た
め
の
給
付

金
（
同
号
に
規
定
す
る
国
公
立
高
等
学
校
等
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
給

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る

事
務
と
す
る
。 

第
六
条 

条
例
別
表
第
一
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

学
び
直
し
支
援
金
（
条
例
別
表
第
一
第
五
号
に
規
定
す
る
学
び
直
し
支
援
金
を
い
う
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

二 

学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受

理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

（
条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
） 

第
七
条 

条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
私
立
高
等
学
校
等
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
支
給

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
、
同
表
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該

申
請
を
行
う
者
又
は
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
四
十
四
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
保
護
の
開
始
若
し

く
は
同
条
第
九
項
の
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は

同
条
第
二
項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
の
保
護
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関

す
る
情
報
（
以
下
「
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

 

第
一
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
条
例
別
表
第
一
の
規
則
で
定
め
る
事
務
） 

第
二
条 

条
例
別
表
第
一
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
私
立
高
等
学
校
等
奨
学
の
た
め
の
給
付
金

（
同
号
に
規
定
す
る
私
立
高
等
学
校
等
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
給
の
申

請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

と
す
る
。 

第
三
条 

条
例
別
表
第
一
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

学
び
直
し
支
援
金
（
条
例
別
表
第
一
第
二
号
に
規
定
す
る
学
び
直
し
支
援
金
を
い
う
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

二 

学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
の
保
護
者
等
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の

支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
護

者
等
を
い
う
。
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

千
葉
県
広
報
広
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

千
葉
県
規
則
第
七
号 

 
 

 

千
葉
県
広
報
広
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

を
「
企
業
局
告
示
」
に
、 

 

水
道
局
訓
令 

 

企
業
土
地
管
理
局
訓
令 

 

を
「
企
業
局
訓
令
」
に
、 

 

水
道
局
公
告 

 
企
業
土
地
管
理
局
公
告 

 

を
「
企
業
局
公
告
」
に
改
め
る
。 

 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 第１３４００号 平成 31 年 2 月 1 日（金曜日） 
 

千
葉
県
広
報
広
聴
規
則
（
昭
和
五
十
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
第
六
条
第
三
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

二 
千
葉
県
企
業
局 

 

第
六
条
第
三
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第

五
号
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

人

事

委

員

会

規

則 

 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長
職
務
代
理
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員 

 

諸 

岡 
 

靖 

彦 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号 

 
 

 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規

則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
第
七
ハ 

教
育
職
給
料
表 

昇
格
時
号
給
対
応
表
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 

」 

「 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
別
表
第
七 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 

」 

「 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

「 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5
3
 

5
3
 

5
3
 

5
3
 

 

 

（一） 
 

5
4
 

5
5
 

5
5
 

5
5
 

 

5
4
 

5
4
 

5
4
 

5
4
 

 

5
5
 

5
6
 

5
6
 

5
6
 

 

5
5
 

5
5
 

5
5
 

5
5
 

 
6
6
 

6
6
 

6
6
 

6
7
 

6
7
 

6
7
 

 

 

6
5
 

6
6
 

6
6
 

6
6
 

6
6
 

6
7
 

 

ニ 

教
育
職
給
料
表 

昇
格
時
号
給
対
応
表
中 

 

を 
 

に
、 

 
 

（二） 
 

 
6
8
 

6
8
 

6
8
 

6
9
 

6
9
 

6
9
 

6
9
 

 

 
6
7
 

6
7
 

6
7
 

6
8
 

6
8
 

6
8
 

6
8
 

 
6
9
 

7
0
 

7
0
 

7
0
 

7
0
 

 

6
9
 

6
9
 

6
9
 

6
9
 

6
9
 

 

を 
 

に
、 

 

7
0
 

7
1
 

7
1
 

7
1
 

7
1
 

を 
 

に
、 

 

7
0
 

7
0
 

7
0
 

7
0
 

7
0
 

「 
 

7
1
 

7
2
 

7
2
 

7
2
 

7
2
 

 

」 
 

「 
 

7
1
 

7
1
 

7
1
 

7
1
 

7
1
 

 

」 
 

7
3
 

7
3
 

7
3
 

7
3
 

7
3
 

7
3
 

7
3
 

7
4
 

7
4
 

7
4
 

 

7
2
 

7
2
 

7
2
 

7
2
 

7
3
 

7
3
 

7
3
 

7
3
 

7
3
 

7
3
 

7
4
 

7
5
 

7
5
 

7
5
 

7
5
 

7
5
 

7
5
 

7
5
 

7
6
 

 

7
4
 

7
4
 

7
4
 

7
5
 

7
5
 

7
5
 

7
5
 

7
5
 

7
5
 

 

 

（二） 
 

を 
 

に
改
め
、
別
表
第
七
ト 

医
療
職
給
料
表 

昇
格
時
号
給
対
応
表 

4
6
 

 

 

4
5
 

 

5
3
 

5
4
 

5
4
 

5
4
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ヌ 

福
祉
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料
表
昇
格
時
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に
改
め
る
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を 
 

に
改
め
、
別
表
第
七
リ 

海
事
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表 

中 
 

中 
 

を 

に
、 

 

を 
 

に
、 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
7
 

3
7
 

3
7
 

3
7
 

 

3
5
 

3
5
 

3
5
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
5
 

3
5
 

 

3
3
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

 

3
8
 

3
8
 

3
8
 

3
8
 

3
8
 

3
9
 

3
9
 

 

を 
 

3
7
 

3
7
 

3
7
 

3
8
 

3
8
 

3
8
 

3
8
 

 

に
、 

 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
1
 

 

を 
 

3
9
 

3
9
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

 
に
改
め
、
別
表
第
七 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
7
 

3
8
 

3
8
 

3
9
 

3
9
 

4
0
 

 

3
3
 

3
4
 

3
4
 

3
5
 

3
5
 

3
6
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

 
4
6
 

4
7
 

4
7
 

4
8
 

4
8
 

4
9
 

 

 
4
6
 

4
6
 

4
6
 

4
7
 

4
7
 

4
7
 

 

3
6
 

3
7
 

 

 

3
7
 

3
7
 

 

「 
 

「 
 

」 
 

を 
 

」 
 

 
3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
2
 

 
3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
2
 

2
4
 

2
6
 

2
5
 

2
6
 

 

を 
 

に
、 

 

3
6
 

3
6
 

3
7
 

 

を 
 

に
改
め
、
別
表
第
七 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

 

「 
 

「 
 

」 
 

」 
 

1
1
1
 

1
1
7
 

1
2
3
 

 

1
1
4
 

1
2
0
 

1
2
6
 

 

の
二
ハ 

教
育
職
給
料
表 

降
格
時
号
給
対
応
表
中 

 

を 
 

に
改
め
、
別 

 

（一） 
 

9
1
 

9
4
 

9
7
 

1
0
0
 

1
0
9
 

1
1
8
 

1
2
7
 

1
3
6
 

1
4
3
 

1
5
0
 

1
5
7
 

 

表
第
七
の
二
ニ 

教
育
職
給
料
表 

降
格
時
号
給
対
応
表
中 

9
2
 

9
6
 

1
0
0
 

1
0
4
 

1
1
3
 

1
2
2
 

1
3
1
 

1
4
0
 

1
4
6
 

1
5
2
 

1
5
8
 

 

を 
 

 

（二） 
 

に
改 

7
8
 

8
0
 

8
2
 

8
4
 

8
5
 

 

め
、
別
表
第
七
の
二
ト 

医
療
職
給
料
表 

降
格
時
号
給
対
応
表
中 

 

を 
 

 

（二） 
 

7
9
 

8
2
 

8
5
 

8
5
 

 

 

に
改
め
、
別
表
第
七
の
二
チ 

医
療
職
給
料
表 

降
格
時
号
給
対
応
表
中 

 
 

（三） 
 

 

 

別
表
第
七
の
二
ロ 

公
安
職
給
料
表
降
格
時
号
給
対
応
表
中 

 
 

に
、 
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「 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
別
表
第
七
の
二
リ 

海
事
職
給
料
表
降
格
時
号
給
対
応 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

表
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
別
表
第
七
の
二
ヌ 

福
祉
職
給
料
表
降
格
時
号
給 
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」 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に

関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
、
降
号
又
は
復
職

時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、

新
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
改
正
前
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則

（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の

日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す

る
も
の
と
す
る
。 

３ 

施
行
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
、
降
号
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由

に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
給
を
決
定

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長
職
務
代
理
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員 

 

諸 

岡 
 

靖 

彦 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号 

 
 

 

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
三
職
員
採
用
上
級
試
験
の
項
一
般
行
政
Ａ
の
目
第
一
号
中
「
公
告
の
日
（
以
下
「
試
験
の
公
告

の
日
」
と
い
う
。
）
」
を
「
第
一
次
試
験
の
日
」
に
改
め
、
「
年
度
」
の
下
に
「
（
以
下
「
試
験
年
度
」

と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
目
第
二
号
、
同
項
一
般
行
政
Ｂ
の
目
か
ら
児
童
指
導
員
の
目
ま
で
及
び
同
表

職
員
採
用
中
級
試
験
の
項
か
ら
警
察
官
採
用
試
験
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
試
験
の
公
告
の
日
の
属
す
る
年

度
」
を
「
試
験
年
度
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
同

日
以
後
に
同
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
さ
れ
る
採
用
試
験
か
ら
適
用
す
る
。 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
五
十
一
号 

 

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
と

し
て
救
急
業
務
に
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
認
定
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

名 
 

 
 

 

称 

所 
 

 

在 
 

 

地 

認
定
の
有
効
期
限 

社
会
医
療
法
人
社
団
蛍
水
会

 
名
戸
ヶ
谷
あ
び
こ
病
院 

我
孫
子
市
我
孫
子
一
、
八
五
五
番

地
の
一 

平
成
三
十
四
年
一
月
三
十

一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
五
十
二
号 

 

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
六
項
第
三
号
及
び
食
品
衛
生

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
食
品
衛

生
管
理
者
の
養
成
施
設
及
び
食
品
衛
生
監
視
員
の
養
成
施
設
を
次
の
と
お
り
登
録
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
8
5
 

3
0
 

3
2
 

3
1
 

3
2
 

5
9
 

6
2
 

6
5
 

6
8
 

7
3
 

7
8
 

8
3
 

8
9
 

6
0
 

6
4
 

6
8
 

7
2
 

7
6
 

8
0
 

8
5
 

9
0
 

 

を 
 

6
5
 

6
6
 

6
7
 

6
8
 

7
0
 

7
2
 

7
4
 

 

対
応
表
中 

 

6
6
 

6
8
 

7
0
 

7
2
 

7
3
 

7
4
 

7
5
 

 

に
改
め
る
。 
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千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 
一 

登
録
を
受
け
た
養
成
施
設
の
名
称 

 
 

千
葉
県
立
保
健
医
療
大
学
健
康
科
学
部
栄
養
学
科 

二 

登
録
を
受
け
た
養
成
施
設
の
所
在
地 

 
 

千
葉
市
美
浜
区
若
葉
二
丁
目
一
〇
番
一
号 

三 

登
録
を
し
た
日 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

  

千
葉
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

千
葉
県
告
示
第
五
十
三
号 

 
 

 

千
葉
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
二
年
千
葉
県
告
示
第
百
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
県
内
処
分
等
を
他
の
者
に
委
託
し
、
又
は
自
ら

行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
九
条
中
「
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
前
年
度
の
」
を
「
当
該
県
内
処
分
等
が
終
了
し
た
日
か
ら
六

十
日
以
内
に
、
そ
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
中
「
の
う
ち
、
中
間
処
理
に
係
る
処
分
業
者
に
あ
っ
て
は
毎
月
の
産
業
廃
棄
物
の
処
分
実
績

を
記
載
し
た
報
告
書
を
毎
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
分
を
五
月
十
五
日
ま
で
に
、
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の

分
を
八
月
十
五
日
ま
で
に
、
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
分
を
十
一
月
十
五
日
ま
で
に
、
十
月
か
ら
十
二
月
ま

で
の
分
を
翌
年
二
月
十
五
日
ま
で
に
、
最
終
処
分
に
係
る
処
分
業
者
に
あ
っ
て
は
」
を
「
は
、
」
に
、

「
、
知
事
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
千
葉
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
以
下
「
指
導
要
綱
」
と
い

う
。
）
第
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
指
導
要

綱
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
（
以
下
「
通
知
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
排
出
事

業
者
に
係
る
実
績
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
排
出
事
業
者
に
係
る

実
績
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

中
間
処
理
に
係
る
処
分
業
者
が
平
成
三
十
年
度
分
の
産
業
廃
棄
物
の
処
分
実
績
に
つ
い
て
施
行
日
前

に
改
正
前
の
指
導
要
綱
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
報
告
書
は
、
改
正
後
の
指
導
要
綱
第
十
五

条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
報
告
書
と
み
な
す
。 

 

千
葉
県
告
示
第
五
十
四
号 

 

保
安
林
の
平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
き
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

単

位

区

域

名 

皆
伐
面
積
の
限
度 

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

備

考 

利
根
川
下
流 

〇
・
六
〇 

八
街
市
所
在
の
水
源
か
ん
養
保
安
林 

九
十
九
里 

五
・
一
二 

東
金
市
及
び
旭
市
所
在
の
水
源
か
ん
養
保
安
林 

夷
隅
川 

八
九
・
六
五 

勝
浦
市
並
び
に
夷
隅
郡
大
多
喜
町
（
旧
老
川
村
の
区

域
を
除
く
。
）
及
び
御
宿
町
所
在
の
水
源
か
ん
養
保

安
林 

安
房
地
区 

一
三
四
・
〇
六 

館
山
市
、
鴨
川
市
（
大
字
四
方
木
の
区
域
を
除

く
。
）
及
び
南
房
総
市
所
在
の
水
源
か
ん
養
保
安
林 

 

〇
・
七
八 

南
房
総
市
竹
内
所
在
の
土
砂
流
出
防
備
保
安
林 

小
櫃
川 

一
九
六
・
一
七 

木
更
津
市
及
び
君
津
市
（
旧
上
総
町
及
び
旧
小
櫃
村

の
区
域
に
限
る
。
）
並
び
に
鴨
川
市
四
方
木
所
在
の

水
源
か
ん
養
保
安
林 

小
糸
川
～
湊
川 

一
九
八
・
九
〇 

君
津
市
（
旧
上
総
町
及
び
旧
小
櫃
村
の
区
域
を
除

く
。
）
及
び
富
津
市
所
在
の
水
源
か
ん
養
保
安
林 

養
老
川 

七
八
・
二
五 

市
原
市
及
び
夷
隅
郡
大
多
喜
町
（
旧
老
川
村
の
区
域

に
限
る
。
）
所
在
の
水
源
か
ん
養
保
安
林 

 

〇
・
七
六 

市
原
市
大
久
保
字
大
作
所
在
の
土
砂
流
出
防
備
保
安

林 

市
原
市 

〇
・
六
四 

市
原
市
所
在
の
干
害
防
備
保
安
林 

君
津
市 

〇
・
一
四 

君
津
市
所
在
の
干
害
防
備
保
安
林 

富
津
市 

三
・
四
八 

富
津
市
所
在
の
干
害
防
備
保
安
林 

鴨
川
市 

一
・
六
四 

鴨
川
市
所
在
の
干
害
防
備
保
安
林 

夷
隅
郡
大
多
喜
町 

〇
・
二
〇 

夷
隅
郡
大
多
喜
町
所
在
の
干
害
防
備
保
安
林 

南
房
総
市 

一
・
八
〇 

南
房
総
市
所
在
の
干
害
防
備
保
安
林 

夷
隅
郡
大
多
喜
町 

〇
・
六
八 

夷
隅
郡
大
多
喜
町
所
在
の
保
健
保
安
林 
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勝
浦
市 

三
・
〇
六 

勝
浦
市
所
在
の
保
健
保
安
林 

君
津
市 

九
五
・
一
二 

君
津
市
所
在
の
保
健
保
安
林 

市
原
市 

一
〇
・
八
六 

市
原
市
所
在
の
保
健
保
安
林 

富
津
市 

一
〇
・
四
四 

富
津
市
所
在
の
保
健
保
安
林 

  

千
葉
県
告
示
第
五
十
五
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
日
に
発
生
し
た
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保

険
に
付
す
べ
き
義
務
が
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日
付
け
で
消
滅
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 

相
浜
加
入
区 

 

千
葉
県
告
示
第
五
十
六
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
香
取
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成
三
十

一
年
二
月
一
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

旭
笹
川
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 
 
 
 
 
 

長 

旭
市
桜
井
字
江 

前 

一
一
・
一
三
メ
ー
ト
ル
か
ら 

五
九
九
・
二
九
メ
ー
ト
ル 

崎
一
、
〇
七
三 

 

一
五
・
六
五
メ
ー
ト
ル
ま
で 

 

番
三
地
先
か
ら 

後 

一
〇
・
一
一
メ
ー
ト
ル
か
ら 

五
九
九
・
二
九
メ
ー
ト
ル 

萬
歳
字
惣
堀
敷 

 

一
五
・
六
五
メ
ー
ト
ル
ま
で 

 

番
外
一
六
番
一 
 

 
 

地
先
ま
で 

 
 

 
  

千
葉
県
告
示
第
五
十
七
号 

 

昭
和
六
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号
（
港
湾
施
設
の
概
要
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 

表
千
葉
港
（
千
葉
港
区
）
の
項
保
管
施
設
（
野
積
場
）
の
目
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

中
央
埠
頭
中
央
Ｄ
野

積
場 

千
葉
市
中
央
区
中

央
港
一
丁
目
一
〇

番 

面
積 

一
〇
、
八
八
五
平
方

メ
ー
ト
ル 

 

 

選

挙

管

理

委

員

会

告

示 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
（
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の

請
求
）
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
（
監
査
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十

分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
議
会
の
解
散
の
請
求
）
、
第
八
十
一
条
第
一
項
（
長
の
解
職

の
請
求
）
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
（
副
知
事
、
選
挙
管
理
委
員
、
監
査
委
員
又
は
公
安
委
員
会
の
委
員

の
解
職
の
請
求
）
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
（
教
育
委
員
会
の
教
育
長
又
は
委
員
の
解
職
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
並
び
に
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
（
議
員
の
解
職
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 

長
谷
川 

 

康 

博 
 

 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の

総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
〇
四
、
九
五
一
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教

育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

七
五
五
、
九
四
〇
人 

三 
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
な
い

場
合
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数 

 
 

印
旛
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一
、
九
八
八
人 

 
 

長
生
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
七
、
五
七
九
人 

 
 

山
武
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三
、
六
〇
二
人 

 
 

香
取
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇
、
〇
四
六
人 

 
 

千
葉
市
中
央
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

五
七
、
三
四
六
人 
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千
葉
市
花
見
川
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 

四
九
、
五
八
七
人 

 
 

千
葉
市
稲
毛
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

四
三
、
七
〇
二
人 

 
 

千
葉
市
若
葉
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
九
七
三
人 

 
 

千
葉
市
緑
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 

三
四
、
九
一
八
人 

 
 

千
葉
市
美
浜
区
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

三
九
、
七
七
三
人 

 
 

銚
子
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
七
、
七
七
三
人 

 
 

館
山
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三
、
五
三
五
人 

 
 

木
更
津
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
七
、
三
一
〇
人 

 
 

野
田
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
三
、
一
四
三
人 

 
 

茂
原
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
五
、
六
六
九
人 

 
 

成
田
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
五
、
六
八
四
人 

 
 

佐
倉
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
九
、
五
三
七
人 

 
 

東
金
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
六
、
五
二
九
人 

 
 

旭
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
八
、
三
八
二
人 

 
 

習
志
野
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
七
、
四
六
六
人 

 
 

柏
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一
五
、
三
八
五
人 

 
 

勝
浦
市
・
夷
隅
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

 

一
〇
、
三
二
一
人 

 
 

市
原
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
七
、
五
二
一
人 

 
 

流
山
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
一
、
三
三
一
人 

 
 

八
千
代
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
三
、
九
三
三
人 

 
 

我
孫
子
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
七
、
一
九
六
人 

 
 

鴨
川
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
、
五
四
六
人 

 
 

鎌
ケ
谷
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
〇
、
八
二
八
人 

 
 

君
津
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
四
、
三
一
〇
人 

 
 

富
津
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三
、
一
五
二
人 

 
 

浦
安
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
九
九
七
人 

 
 

四
街
道
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五
、
六
三
三
人 

 
 

袖
ケ
浦
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
五
二
二
人 

 
 

八
街
市
選
挙
区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
九
〇
八
人 

 
 

印
西
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
六
、
八
四
〇
人 

 
 

白
井
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
七
、
一
二
八
人 

 
 

富
里
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三
、
七
五
〇
人 

 
 

南
房
総
市
・
安
房
郡
選
挙
区 

 
 

 
 

一
三
、
六
九
一
人 

 
 

匝
瑳
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇
、
五
二
二
人 

 
 

香
取
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
二
、
二
六
〇
人 

 
 

山
武
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
五
、
〇
一
〇
人 

 
 

い
す
み
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
一
、
一
六
七
人 

 
 

大
網
白
里
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
、
一
六
六
人 

四 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十

万
以
下
の
場
合
に
お
け
る
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

 
 

市
川
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
三
三
、
八
八
六
人 

 
 

船
橋
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
四
、
一
一
九
人 

 
 

松
戸
市
選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
三
五
、
二
六
〇
人 

公

告 

 
 

 

指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
及
び
調

書
の
縦
覧 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ

た
。 

 

な
お
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

届
出
事
項 

 

１ 

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

 

木
更
津
市
中
島
四
、
四
一
二
番
地 

金
田
漁
業
協
同
組
合 

 
 

 

木
更
津
市
金
田
東
六
丁
目
三
二
番
地
三 

小
野 

仁
久 

 
 

 

木
更
津
市
中
島
二
、
一
七
八
番
地 

実
形 

裕
治 

 

２ 

加
入
区 

 
 

 

金
田
加
入
区 

 

３ 

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称 

 
 

 

金
田
漁
業
協
同
組
合 

二 

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧 

 

１ 
縦
覧
期
間 

 
 

 
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

金
田
漁
業
協
同
組
合 

  
 

 

都
市
計
画
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
千
葉
県

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日 

午
後
二
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

成
田
国
際
文
化
会
館
一
階
小
ホ
ー
ル
（
成
田
市
土
屋
三
〇
三
番
地
） 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

成
田
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
特
定
空
港
周
辺
航

空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
航

空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
成
田
市
都
市
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
、
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
、
知
事
宛
て
に
、
成
田
市
都
市
部
都
市
計
画
課
（
郵
便
番

号
二
八
六
―
八
五
八
五 

成
田
市
花
崎
町
七
六
〇
番
地
）
ま
で
提
出
す
る
。
な
お
、
当
該
案
に
係
る

意
見
の
要
旨
は
、
八
百
字
以
内
と
す
る
。 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
四
三
（
二
二
三
）
三
三
七
六
）
及
び
成

田
市
都
市
部
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
四
七
六
（
二
〇
）
一
五
六
〇
） 

  
 

 

都
市
計
画
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
千
葉
県

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日 

午
後
二
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

成
田
国
際
文
化
会
館
一
階
小
ホ
ー
ル
（
成
田
市
土
屋
三
〇
三
番
地
） 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

下
総
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
特
定
空
港
周
辺
航

空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
航

空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
成
田
市
都
市
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
、
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
、
知
事
宛
て
に
、
成
田
市
都
市
部
都
市
計
画
課
（
郵
便
番

号
二
八
六
―
八
五
八
五 

成
田
市
花
崎
町
七
六
〇
番
地
）
ま
で
提
出
す
る
。
な
お
、
当
該
案
に
係
る

意
見
の
要
旨
は
、
八
百
字
以
内
と
す
る
。 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
四
三
（
二
二
三
）
三
三
七
六
）
及
び
成

田
市
都
市
部
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
四
七
六
（
二
〇
）
一
五
六
〇
） 

  
 

 

都
市
計
画
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
千
葉
県

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日 

午
後
二
時
か
ら 

 

２ 

場
所 
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成
田
国
際
文
化
会
館
一
階
小
ホ
ー
ル
（
成
田
市
土
屋
三
〇
三
番
地
） 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

大
栄
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
特
定
空
港
周
辺
航

空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
航

空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
成
田
市
都
市
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
、
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
、
知
事
宛
て
に
、
成
田
市
都
市
部
都
市
計
画
課
（
郵
便
番

号
二
八
六
―
八
五
八
五 

成
田
市
花
崎
町
七
六
〇
番
地
）
ま
で
提
出
す
る
。
な
お
、
当
該
案
に
係
る

意
見
の
要
旨
は
、
八
百
字
以
内
と
す
る
。 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
四
三
（
二
二
三
）
三
三
七
六
）
及
び
成

田
市
都
市
部
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
四
七
六
（
二
〇
）
一
五
六
〇
） 

  
 

 

都
市
計
画
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
千
葉
県

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
三
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

横
芝
光
町
町
民
会
館
一
階
大
ホ
ー
ル
（
山
武
郡
横
芝
光
町
宮
川
一
一
、
九
〇
七
番
地
二
） 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

横
芝
光
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
特
定
空
港
周
辺

航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
山
武
郡
横
芝
光
町
都
市
建
設
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
、
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
、
知
事
宛
て
に
、
山
武
郡
横
芝
光
町
都
市
建
設
課
（
郵
便

番
号
二
八
九
―
一
七
九
三 

山
武
郡
横
芝
光
町
宮
川
一
一
、
九
〇
二
番
地
）
ま
で
提
出
す
る
。
な

お
、
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
、
八
百
字
以
内
と
す
る
。 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
四
三
（
二
二
三
）
三
三
七
六
）
及
び
山

武
郡
横
芝
光
町
都
市
建
設
課
（
電
話
〇
四
七
九
（
八
四
）
一
二
一
七
） 

  
 

 

都
市
計
画
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
千
葉
県

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

松
尾
Ｉ
Ｔ
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
一
階
多
目
的
室
（
山
武
市
松
尾
町
五
反
田
三
、
〇
一
二
番
地
） 

二 
作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

さ
ん
む
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
特
定
空
港
周
辺

航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
山
武
市
都
市
建
設
部
都
市
整
備
課 



 
 

 

一
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２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で 

四 
公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 
公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
、
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
、
知
事
宛
て
に
、
山
武
市
都
市
建
設
部
都
市
整
備
課
（
郵

便
番
号
二
八
九
―
一
三
九
二 

山
武
市
殿
台
二
九
六
番
地
）
ま
で
提
出
す
る
。
な
お
、
当
該
案
に
係

る
意
見
の
要
旨
は
、
八
百
字
以
内
と
す
る
。 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
四
三
（
二
二
三
）
三
三
七
六
）
及
び
山

武
市
都
市
建
設
部
都
市
整
備
課
（
電
話
〇
四
七
五
（
八
〇
）
一
一
九
一
） 

  
 

 

都
市
計
画
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
千
葉
県

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日 

午
後
二
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

多
古
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
三
階
多
目
的
ホ
ー
ル
（
香
取
郡
多
古
町
多
古
二
、
八
五
五
番
地
） 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

多
古
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
特
定
空
港
周
辺
航

空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
航

空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
香
取
郡
多
古
町
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
、
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
、
知
事
宛
て
に
、
香
取
郡
多
古
町
都
市
計
画
課
（
郵
便
番

号
二
八
九
―
二
二
九
二 

香
取
郡
多
古
町
多
古
五
八
四
番
地
）
ま
で
提
出
す
る
。
な
お
、
当
該
案
に

係
る
意
見
の
要
旨
は
、
八
百
字
以
内
と
す
る
。 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
四
三
（
二
二
三
）
三
三
七
六
）
及
び
香

取
郡
多
古
町
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
四
七
九
（
七
六
）
五
四
〇
八
） 

  
 

 

都
市
計
画
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
千
葉
県

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

芝
山
町
役
場
南
庁
舎
一
階
研
修
室
（
山
武
郡
芝
山
町
小
池
九
九
二
番
地
） 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

芝
山
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
特
定
空
港
周
辺
航

空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
航

空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
山
武
郡
芝
山
町
ま
ち
づ
く
り
課 

 
２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
、
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
、
知
事
宛
て
に
、
山
武
郡
芝
山
町
ま
ち
づ
く
り
課
（
郵
便

番
号
二
八
九
―
一
六
九
二 

山
武
郡
芝
山
町
小
池
九
九
二
番
地
）
ま
で
提
出
す
る
。
な
お
、
当
該
案

に
係
る
意
見
の
要
旨
は
、
八
百
字
以
内
と
す
る
。 
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２ 

申
出
期
限 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日 

 
３ 
公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
四
三
（
二
二
三
）
三
三
七
六
）
及
び
山

武
郡
芝
山
町
ま
ち
づ
く
り
課
（
電
話
〇
四
七
九
（
七
七
）
三
九
〇
九
） 

  
 

 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
流
山
市
の
変
更
に
係
る
流
山
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
送
付

が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

                       

                                    



 
 

 

一
四 

千 葉 県 報 第１３４００号 平成 31 年 2 月 1 日（金曜日） 
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